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 新型コロナウイルス感染症対策として書面での決議となりました。詳細

については以下のとおりです。また、主な事業の日程については、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大状況によって変更となる可能性があります。 

◆まちづくり推進協議会◆ 

31名中29名の提出があり、過半数の承認があったため議決となりました。 

 ○会 長 梅村 譲治(区長会長)  

○副会長 青木 茂 (区長会副会長)、岩永 統(農協理事) 

▽主な事業▽ 

 敬老会(9/13)、ふれあいまつり(11/15)、春・秋の大野岳草刈り作業 

 

◆まちづくり運営協議会◆ 

46名中44名の提出があり、過半数の承認があったため議決となりました。 

 ○会 長 梅村 譲治(区長会長)  

○副会長 青木 茂 (区長会副会長)、岩永 統(農協理事) 

▽主な事業▽ 

 大野岳自然公園活用事業、椎の峰窯跡群保存活用事業、ふるさと美化活

動事業 

 

◆交通対策協議会◆ 

28名中24名の提出があり、過半数の承認があったため議決となりました。 

 ○会 長 小松 雅親(井手野)  

 ○副会長 梅村 譲治(区長会長)、池田 晴男(交通安全指導員) 

▽主な事業▽ 

 事故なし(梨)キャンペーン(8/中)、交通安全県民運動期間中の広報活動 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、私たちの何気ない毎日の生活が大

きく変わっています。また、この感染症対策による経済的打撃は、南波多

町の主産業である農業などにも及んでおり、収束が見込めない現段階では、

これからも私たちの家計に影響することが想定されます。 

 そこで南波多町まちづくり推進協議会では、まちづくりの一助にとご恵

贈をいただき、積み立てている基金を利用して各種団体等に助成すること

とし、５月以降の助成金の区長徴収を停止することが、南波多町まちづく

り推進協議会総会（書面決議）により議決されました。 

 この措置は今年度に限定したものであり、次年度からは助成金の取りま

とめは復活します。 

 

 

 

 ５月１７日(日)に、平成２８年度から本年度までの区長会約 50 名の皆さ

んに、大野岳の草刈り作業をしていただきました。予定していた１６日か

ら延期をしたにも関わらずたくさんの方にご参加いただきました。皆さん

のお蔭で大変きれいになりました。本当にありがとうございました。 

 また、大野岳の草刈り終了後に現年度区長会の皆さんによって、コミュ

ニティセンターの草刈りをして

いただきました。センターが大変

きれいになりました。ありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小
学
生
向 

・うりぼうウリタ ～もりのがっこう～ 

・精霊のなみだ～トゥートゥルとふしぎな友だち[３]～ 

・きみが、この本、読んだなら～とまどう放課後編～ 

中
学
生
向 

・銀をつむぐ者 上・下 

・なぜ僕らは働くのか 

・自分のこころとうまく付き合う方法 

・きみのまちに未来はあるか？ 

・掟上今日子の設計図 

南波多町 人口２，３７２（－5） 世帯数：８２７（－１）（５月１日現在） 

令和２年６月１日 
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各種団体総会の結果について 

家
読
お
す
す
め
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大野岳自然公園の草刈りを行いました 

今年度限定！ 
各種団体等助成金の町民負担停止のお知らせ 

各種募金と白山神社費の区長取りまとめは、今年度も継続されます。 



 

 マイナポイントは、選択したキャッシュレス決済サービスで買い物に使

えるポイント(5,000 円分)を国が付与するものです。マイナンバーカード

を取得し、マイナポイントの予約(ＩＤの設定)をした方が対象となります。

令和２年９月から令和３年３月まで実施が予定されています。 

 市では、ポイントの予約(ＩＤの設定)を支援しておりますので、ご活用く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○予約に必要な物   

マイナンバーカード、４ケタの暗証番号(マイナンバーカードを申請、取

得した際に設定した番号) 

○支援場所 

 市民課窓口、南波多コミュニティセンター 

 ※マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンや、パソコ

ンとカードリーダーをお持ちの方は、ご自身で手続きが可能です。 

○問合せ先 

 マイナポイントに関して   企画政策課 (℡23－2124) 

 マイナンバーカードに関して 市民課   (℡23－2143) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う緊急事態宣言が、佐賀県では５

月１４日に解除されました。それに伴い、政府より「新しい生活様式」の

実践例が公表されています。他の地域では、規制が緩和された途端に感染

が拡がった事例もありますので、今後とも油断のない行動をお願いいたし

ます。              （消防署 東分署 ℡29－２１１９） 

      ●日常生活を営む上での基本的生活様式● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎年 7 月に開催していた市民ソフトバレーボール大会については、新型

コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。 

【 ありがとうございました 】 
香典返しとしてまちづくり推進基金へ寄付をいただきました。厚くお礼申し上げます。 

井手 政喜様 （亡母 メグミ様） 谷口 
稗田 武夫様 （亡妻 タヅ子様） 重橋 
池田 晴男様 （亡叔母 サチ子様） 高瀬 
前田 正敏様 （亡母 八千代様） 大曲 

買い物に使えるマイナポイントがもらえます 

日 曜 行　事　内　容
3 水 南波多推進委員全体会議（中山間）

4 木 狂犬病予防注射（駐車場）

大腸ガン検診容器回収

女性委員会

6 土 遺族会　会議

8 月 福寿会

定例区長会

民生委員・児童委員協議会

13 土 いなほの会 １３：００

９：００

10 水
１６：００

１８：３０

5 金
１３：００

１９：３０

１８：３０

時　間
１８：３０

１１：３０


